
堺市電子申請システム 利用者新規登録方法（※堺市のいろいろな手続きを行う電子申請を利用する 

登録です。のびのび等の利用申込ではありません！利用申し込みは、この登録の後に行って下さい。） 

既に、堺市電子申請システムの利用者登録を行っている場合は不要です。 

 

１ まず堺市ホームページを表示します。 

堺市ホームページで右上にある目的別検索で「オンラインサービス」と検索し、表示された 

「オンラインサービス」を選択します。 

 

２ 「堺市電子申請システム」を選択します。 

 



３ 表示された「堺市電子申請システム」のトップページの右上にある「新規登録」を押します。 

 

４ 表示された画面を下にスクロールし、「個人として登録する」を押します。 

 

 

 

 

 

 

 



５ 下にスクロールし「利用規約に同意します」に☑して「利用の登録を開始する ＞」を押します。 

 

６ 登録に使用する保護者のメールアドレスを入力し、「登録する」を押します。 

  今後、ログイン時にこのメールアドレスを入力する必要があります。 

また、電子申請で手続きをした際の申込完了メール等が、このメールアドレスに届きます。 

「入力したメールアドレスは既に使用されています。」と表示された場合は、既に利用者登録 

されています。 

 

 

 

 



7 「登録します。よろしいですか？」と表示されるので、「OK」を押します。 

 

８ 登録したメールアドレスに認証コードが届いているので、認証コードを入力し、「認証コードを確

認する」を押します。メールが届かない場合は、メールアドレスが誤っているか、迷惑メール設定

で届いていない可能性が有ります。 

 

 

 

 

丸 



９ 利用者情報の入力を行います。利用者情報は保護者の情報です。 

  パスワードを決めて入力します。 

 

１０ 保護者の「氏名」「氏名カナ」「郵便番号」「住所」を入力します。 

 

 

 

 

 



１１ 保護者の「電話番号」「生年月日」を入力。「性別」を選択（任意）。「お知らせ・通知メール」は 

「希望する」を選択。「入力内容を確認する」を押します。 

 

 

 

１２ 入力内容確認画面が表示されるので、問題なければ「登録する」を押します。 

 

 

 



１３ 「登録します。よろしいですか？」と表示されるので「OK」を押します。 

 

 

１４ 「本登録の完了」の画面が表示されるので、引き続き電子申請で手続を行う場合は、 

「ホームに戻る」を押します。 

 

 

 

 

 



１５ ホーム画面の一番上に有る「手続き一覧（個人向け）」を押すか、画面を下にスクロールし「申請

できる手続き一覧」の「個人向け手続き」を押します。スマートフォンの場合はホーム画面右上に表示

されている「 ||
|

」を押すと表示されます。 

 

１６ 「キーワード検索」で、申請したい手続きを検索します。 

 

 

 

 

 

 



１７ 検索する際のキーワードは、下記の表の「検索ワード」で確認して下さい。 

 

 

 

 

 


